
































 

 

 

 

夏 漁 鰹 鮪 漁 業 の 取 扱 い に つ い て 

 

1、鰹鮪 1 日の受入数量並びに販売について 

（1）受入(販売)数量 

① カツオ・ビン長(マグロ･メジ)1 日の受入(販売)数量は、関係各位と協議の上

決定する。 

 

（2）販売時間 

     イ) 1 回目の販売時間は、午前 7 時 30 分～8 時頃を目安とし、販売前に予め 

場内放送にて告知する。 

   ロ) 2 回目以降については、水揚状況によりその都度、販売する。 

(3) 販売順位 

① 販売順位は、受付登録船の入港順位とする。 

 

2、受付登録 

① 他港との二股登録は認めない。 

② 受付登録は、１日の受入(販売)数量に達した場合、その時点で受付を締 

切り、それ以降の登録受付分については、翌日まわしとする。 

   (但し、状況・場面に応じて、受入販売の目安数量を超過することも有り 

得ます。)  
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3、水揚船 

① 水揚作業については、原則として入港順に行うものとする。 

但し、数量の少ない船(4～５トン位)で自分の所で水揚作業ができても、 

販売は原則として入港順番に従ってもらう。（但し、先入港船の了解を求め 

て水揚をすること。） 

4、マグロのエラ抜きと配列 

① エラ抜きは、原則として丸２０ｋｇ以上とする。 

② 配列一山の本数・目廻りについては、 

・ ４０ｋｇ以上のものは、１０ｋｇ刻み 

・ ４０ｋｇ以下のものは、５ｋｇ刻みとし、 

配列は状況に応じて本数を定める。但し、大型マグロについては１本～ 

１０本以内をもって配列するものとする 

 

5、その他 

① 上記に記載あるものの他、カツオ･マグロ類の水揚販売等に関して問題が 

生じた場合は、その都度買受人･問屋･市場等の関係者が協議の上、取り 

決めるものとする。 

 

以上 
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ま き 網 ･ 一 本 釣 魚 種 選 別 段 階 ( 生 鮮 ) 

[本マグロ] [小マグロ] [ メ ジ ] [キメジ] 

ヌキ 100 ㎏以上 

〃  90 〃 

〃  80 〃 

〃  70 〃 

〃  60 〃 

〃  50 〃 

〃  40 〃 

 

ヌキ 35 ㎏以上 

〃  30 〃 

〃  25 〃 

〃  20 〃 

 

丸 15 ㎏上 

〃 10 〃 

〃  7 〃 

〃  4 〃 

〃  4 ㎏下 

丸 15 ㎏上 

〃 10 〃 

〃  7 〃 

〃  4 〃 

〃  4 ㎏下 

･ 配 列 

100 ㎏上以上は 1 列 1 本～10 本山 

40kg 上から 90kg 上は、1 列 10 本～30 本 

10kg 上から 35 ㎏上は、1 列 30 本～50 本 

注） 

1） 40kg 以上は 10kg 刻み 

2） ｢丸｣は 20kg 以上を抜く 

[ビン長] [ 平 政 ] [シイラ] ［カツオ］ 

10 ㎏上 

7 〃 

4 〃 

4 ㎏下 

（キズ）－4 ㎏上 

 〃  －4 ㎏下 

  〃  －大キズ 

 

特大－10kg 上 

 大－ 7 〃 

 中－ 5  〃 

 小－ 3  〃 

少々－ 2  〃 

ビン－ 2 ㎏下 

大－ ７㎏上 

中－  5 〃 

小－ 3 〃 

少々－ 3kg 下 

特大  －４.０㎏上 

大  －３.０〃 

 中  －２.５〃 

中小  －１.８〃 

小  －１.５〃 

ピン大－１.０〃 

ピン小－１.０㎏下 

魚 種 別 選 別 段 階 （ 冷 凍 ） 

遠洋カツオマグロ一本釣船 

［ブラインＢ1、B 同様］ 

海 外 ま き 網 船 

［ブラインＰＳ、Ｂ同様］ 

［カツオ］ ［ビン長］ ［カツオ］ ［キハダ］ ［ダルマ］ 

  ７㎏上 

４.５〃 

２.５〃 

１.５〃 

１.５㎏下 

１０kg 上 

 7〃 

 4〃 

 4 ㎏下 

  ７㎏上 

４.５〃 

２.５〃 

１.８〃 

１.８㎏下 

  

１０kg 上 

２.５〃 

１.５〃 

１.５㎏下 

１０kg 上 

２.５〃 

１.５〃 

１.５㎏下 

 ３ 



 

 

 

 

＊魚市場の秩序保持につい て 

 

≪ 順 守 事 項 ≫  

 

◎ 市場利用者 各位 

1、ゴミの持ち込み又はタバコの吸殻･空き缶･紙コップ等のゴミのポイ捨てをし

てはならない。 

2、市場構内は、徐行運転（時速１０ｋｍ以下）すること。 

3、次の喫煙ルールを守ること． 

  イ、喫煙所（水揚棟内 7 ヶ所に設置）においてのみ、喫煙できます。 

  ロ、作業中や構内歩行中のくわえタバコは、止めて下さい。 

 

◎ 買受人 各位 

1、売買参加の際は、必ずプレートを制帽正面に着用して下さい。 

2、スカイタンクの取扱いについて 

イ）スカイタンクの回収時間は、貸出日当日の午後 4 時までと致します。 

 ロ）スカイタンクの破損及び回収不能については、買受人との協議の上、 

負担を決定します。 

 ハ）スカイタンクの返却の際は、良く洗浄し、キャップの閉め忘れのない 

ようお願いします。 

 ニ）スカイタンクの底減り防止の為、床に接地する引きずり走行を止めて 

下さい。 

 

 ◎ トラック運転従事者 各位 

   鳥類危害･異物混入及び荷こぼし･タレ流し等を防止する為、積荷後速やか

にシートで荷台を覆ってから搬出して下さい。 

 

◎ リフト運転従事者 各位 

1、タンク･油圧ホースの点検に努め、油もれを起こさないようにして下さい｡ 

2、構内作業時は、ライトの点灯を心掛けて下さい｡ 

3、スカイタンク搬出･返却の際は、２段重ねまでとします｡  

4、構内での運転に際しては、必ず運転技能講習修了証を携帯して下さい｡ 

5、場内外を移動する小型特殊リフトは、公道走行許可を取って下さい｡ 

 

 ４ 



 

 

 

◎『金華かつお』のブランド基準 

宮城県 石巻港 石巻魚市場 ℡ 0225-23-8121 石巻市漁船誘致及び原魚等確保推進委員会  

令和２年６月から一部改訂し、適用開始 

№ 項  目 基      準 

1 水揚地 石巻魚市場 

2 漁獲海域 北部太平洋海区 

3 漁 法 まき網、一本釣り 

4 品 質 生鮮物：新物として水揚･販売されたもので、かつ買受人が 

上級品と判断した物。 

冷凍物：まき網ではＰＳ製品、一本釣りではＢ1製品 

5 魚体重 １尾 1.8kg以上のもの［中小 1.8～2.5㎏、中 2.5～3㎏、大３～4㎏、 

特大 4～6㎏、特特大６㎏以上］ 

6 仕 向 生鮮物：丸(原魚)出荷又は刺身用の「さく」として出荷 

冷凍物：スキンレスロイン、たたき等の加工品 

7 期 間 暦年におけるカツオの初水揚日から最終水揚日まで 

 

8 認証シール 

(通し№付) 

の取扱方法 

『金華かつお』の生鮮・冷凍もの共通の認証シールとする。 

原則として、金華かつおの丸出荷用発泡スチロール内に１枚を貼

付、若しくは生・冷刺身の柵等のパックや袋の表面に１枚のシール

を貼付する。 

買受人は『金華かつお』の出荷先（量販店・小売鮮魚商・荷受・ 

飲食関係業務筋)と認証シールの適正な取扱について相互確認の

上、出荷先に認証シールを渡すものとする。 

 

9 認証シール

の配布 

石巻魚市場登録買受人の要請に応じ、当分の間、無償にて配布す

る。 

10 認証違反 『金華かつお』のブランド基準に満たないカツオを出荷し、出荷先 

や消費者等からのクレーム通報が当委員会に対してなされた場 

合、認証違反があったものと認める。 

同一買受人のクレームが 1漁期中 2度発生した時は、当該 

買受人に配布したシールを没収し、以後シールの配布を行わない

ものとする。 

 尚、買受人はクレーム処理及び原因究明等一切の責任と当委員

会に対する速やかな報告の義務を負うものとする。 
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